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【手続補正書】
【提出日】平成25年2月6日(2013.2.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内燃機関の出力軸の正転状態に比べて逆転状態でのパルス幅が長いパルス信号として出
力される回転信号のパルス幅と閾値とを比較して、前記出力軸の回転方向を検出する回転
検出装置であって、
　前記出力軸が正転する状態であるときの前記回転信号のパルス幅に応じて前記閾値を変
更する、回転検出装置。
【請求項２】
　内燃機関の出力軸の正転状態に比べて逆転状態でのパルス幅が長いパルス信号として出
力される回転信号のパルス幅に基づいて、前記出力軸の回転方向を検出する回転検出装置
であって、
　前記出力軸が正転する状態であるときの前記回転信号のパルス幅に応じて、前記出力軸
の正転状態であると検出する場合のパルス幅を変更する、回転検出装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　そのため、本願発明では、内燃機関の出力軸の正転状態に比べて逆転状態でのパルス幅
が長いパルス信号として出力される回転信号のパルス幅と閾値とを比較して、前記出力軸
の回転方向を検出する回転検出装置であって、前記出力軸が正転する状態であるときの前
記回転信号のパルス幅に応じて前記閾値を変更するようにした。
　また、本願発明では、内燃機関の出力軸の正転状態に比べて逆転状態でのパルス幅が長
いパルス信号として出力される回転信号のパルス幅に基づいて、前記出力軸の回転方向を
検出する回転検出装置であって、前記出力軸が正転する状態であるときの前記回転信号の
パルス幅に応じて、前記出力軸の正転状態であると検出する場合のパルス幅を変更するよ
うにした。
【手続補正３】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８４】
　ここで、上記実施形態から把握し得る請求項以外の技術的思想について、以下に効果と
共に記載する。
（イ）請求項１又は２記載の回転検出装置において、
　前記出力軸の回転方向に基づいて内燃機関の停止位置を検出する停止位置検出手段と、
　前記閾値の異常の有無を診断する診断手段と、
　前記診断手段で前記閾値の異常発生が診断された場合に、前記停止位置検出手段による
停止位置の検出結果を無効とする無効手段と、
　を設けた、回転検出装置。
　上記発明によると、閾値が異常値を示す場合には、閾値に基づく正転・逆転の判定精度
が低下するので、正転・逆転の判定結果に基づいて行われる内燃機関の停止位置の検出を
無効とし、内燃機関の停止位置が誤って検出されることを抑制する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８５】
（ロ）請求項１又は２記載の回転検出装置において、
　前記回転信号が、内燃機関の出力軸の単位回転角毎に発生し、
　前記回転信号の発生周期に基づいて前記出力軸が正転する状態を判定する、回転検出装
置。
　上記発明によると、内燃機関の停止時に、出力軸（クランクシャフト）が正転状態から
逆転して停止する場合、回転方向の反転に伴って回転信号の発生周期が長くなることから
、回転信号の発生周期に基づいて内燃機関の出力軸が正転する状態を判定する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８６】
（ハ）請求項１又は２記載の回転検出装置において、
　前記回転軸が正転する状態と逆転する状態との双方で閾値をそれぞれに設定し、これら
閾値の中間値を最終的な閾値として設定する、回転検出装置。
　上記発明によると、正転状態での回転信号に基づいて設定した閾値と、逆転状態での回
転信号に基づいて設定した閾値との中間値を最終的な閾値とすることで、正転・逆転の判
定精度をより向上させることができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８７】
（ニ）請求項（ハ）記載の回転検出装置において、
　正転状態での回転信号に基づいて設定した閾値に対してより大きな重み付けを行って最
終的な閾値を設定する、回転検出装置。
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　上記発明によると、内燃機関の場合、逆転状態での運転は停止直前に限定的に行われる
ため、逆転状態での閾値の学習は、正転状態での閾値の学習に比べて、頻度が少なく信頼
性が低いため、正転時及び逆転時の双方での求めた閾値から最終的な閾値を設定する場合
に、正転状態で求めた閾値をより重んじることで、逆転状態での回転信号の特性を考慮し
つつ、高い精度で閾値を設定できる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８８】
（ホ）請求項１又は２記載の回転検出装置において、
　前記回転信号のパルス幅を計測すると共に、前記計測値の移動平均値に基づいて、前記
閾値を設定する、回転検出装置。
　上記発明によると、回転信号のパルス幅又は振幅の計測結果を移動平均することで、計
測結果の微小な変動に影響されることなく、閾値を安定的に設定することができる。
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